
東京都板橋区教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、板橋区教育委員会（以下「委員会」という。）の後援、協賛及び推せん（以下「後

援等」という。）をする事業にかかる委員会名義の使用に関し、必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める。 

(１) 後援 教育委員会が主催者の行う事業を教育施策推進に有益と認め、援助するもの。 

(２) 協賛 教育委員会が主催者の行う事業に賛同の意を表するもの。 

(３) 推せん 教育委員会が主催者の行う映画、図書等の作品に賛同の意を表するもの。 

 

（決裁区分） 

第３条 決裁区分は、関係課長の合議を経て教育長決裁とする。ただし、恒例的な事業については、地

域教育力担当部長決裁とする。 

 

（審査基準） 

第４条 委員会が名義使用を承認する主催者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければなら

ない。 

(１) 官公庁 

(２) 学校及び学校の連合体 

(３) 地方公共団体 

(４) 公共組合及び営造物法人 

(５) 公益法人及びこれに準ずる団体 

(６) 法人又は団体等で次項に掲げる要件を満たすもの。 

２ 委員会が名義使用を承認する当該事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならな

い。 

(１) 事業内容が明らかに教育、学術及び文化の向上普及に寄与するもので、公益性のあるものであ

ること。 

(２) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする活動でないこと。 

(３) 事業の参加対象は、原則として広く一般区民とし、閉鎖的でないもの。 

(４) 事業の会場は、原則として区内または隣接区、市であること。 

(５) 映画及び図書の推せんについては、関係者等の意見を徴したものであること。 

(６) 本教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に反しないものであること。 

３ その他の審査基準について 

(１) 主催者の責任の所在が明確であること。 

(２) 主催者の事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。 

(３) 役員その他の事業関係者が信用し得る者であること。 

(４) 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。 

(５) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備及び措置が講ぜられているこ

と。 

(６) 過去における委員会名義の使用において、第４条審査基準及び第７条遵守事項に違反していな

いこと。 



４ 入場料、参加費等の徴収について 

(１) 小、中学生を対象とした場合は、原則として無料とする。 

(２) 高校生、一般人（成人）を対象とした場合は、事業内容、割引等を勘案し、実費程度を限度とす

ること。 

 

（申請手続） 

第５条 申請は、後援名義等使用承認申請書（別記第１号様式。以下「申請書」という。）によるもの

とし、原則として実施時期の 60日前までに提出しなければならない。 

２ 申請書には次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。 

(１) 主催者の存在、基盤を明らかにする書類。団体の場合は団体の規約、会則その他これに類する

もの。 

(２) 役員その他事業関係者の住所あるいは身分等を明らかにする書類 

(３) 事業の目的とその計画を明らかにする書類及び収支予算書（別記第５号様式） 

(４) チラシ等を配布する場合は、その原稿 

 

（使用承認及び不承認） 

第６条 第５条の申請があったときは、その内容が第４条の審査基準に適合するか否かを審査のうえ、

承認の可否を決定し、使用承認（不承認）通知書（別記第２号様式）により申請者に通知するものと

する。 

 

（遵守事項） 

第７条 使用承認を受けたものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 承認された名義の使用期間は承認書（別記第２号様式）による通知があった日から当該事業の終

了までの期間のみ使用できるものであること。 

(２) 名義使用承認後、事業計画に変更があった場合は事業内容変更届出書（別記第４号様式）によっ

て直ちに届けでること。 

(３) 事業終了後は、その結果について１ヶ月以内に事業終了報告書（別記第３号様式）及び収支報告

書（別記第６号様式）を提出しなければならない。 

(４) 学校内でチラシ等を配付しようとするときは、事前に学校長の承認を得その指示を受けるこ

と。 

 

（承認の取消等） 

第８条 名義の使用承認を受けたものが、第４条及び第７条に違反した場合には、直ちに使用承認を

取消すことができる。 

２ 無断で名義を使用していることを知った場合、教育長は直ちに主催者に警告を行うものとする。 

 

付 則 

  この要綱は、昭和 51年 4月 1日より適用する。 

  この要綱は、昭和 59年 10月 1日から施行する。 

  この要綱は、平成 20年 3月 1日から施行する。 

  この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

  この要綱は、教育長決定の日から施行する。 

  この要綱は、令和 3年 4月 1日から施行する。 



第１号様式（第５条関係）  

 

 

板橋区教育委員会後援名義等使用承認申請書  

 

 年  月  日  

 

（あて先）板橋区教育委員会教育長  

 

団 体 名 

 

所 在 地 

 

代 表 者                  

（電 話）      

 

下記の事業を実施するにあたり板橋区教育委員会後援名義等の使用を承認されま

すよう関係書類を添えて申請します。  

 

記  

 

事 業 名  

実 施 時 期  

実 施 場 所  

事業の趣旨   

名 義 内 容 後援   ・   協賛   ・   推せん  

連 絡 先 

住所  

 

氏名                 （電話）  

添付書類  

１  規約、会則その他これに類するもの。  

２  役員等の名簿  

３  事業計画書及び収支予算書（第５号様式）  

４  プログラム、ちらし等印刷物を配付する場合はその原稿  



第２号様式（第６条関係）  

 

 板教  第  号  

 年  月  日  

 

板橋区教育委員会後援名義等使用承認（不承認）通知書  

 

 

様  

 

東京都板橋区教育委員会  

教育長    

     

 

 年  月  日付で申請のあった後援名義等使用申請について、下記のとおり通知し

ます。  

記  

 

通知内容            承 認  ・   不 承 認 

事 業 名  

名義内容  後援   ・   協賛   ・   推せん  

承認条件  

１  本事業以外に名義を使用できません。  

２  使用の期間は承認の日から   年   月   日までとします。  

３  承認後事業計画に変更があった場合は、直ちに変更届出書（第４号様

式）を提出してください。  

４  事業終了後は、１ヶ月以内に報告書（第３号様式）及び収支報告書（第

６号様式）を提出してください。  

５  名義を使用することが適当でないと認められる事態が発生したとき

及び、要綱第４条の審査基準に定める要件を満たさなくなったときは、

承認を取り消すことがあります。  

６  経費の負担はいたしません。  

７  政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動を行わないこと。 

不承認の  

理   由  
 

 



第３号様式（第７条関係）  

 

事 業 終 了 報 告 書 

 年  月  日  

 

（あて先）板橋区教育委員会教育長  

 

 

所 在 地 

 

団 体 名 

 

代表者氏名      

 

 

    年   月   日付で東京都板橋区教育委員会後援名義等の使用承認を得て

実施した事業が終了しましたので、下記のとおり報告します。  

 

記  

 

事 業 名  

実 施 時 期  

実 施 場 所  

参 加 者 数  

そ の 他  

 



第４号様式（第７条関係）  

 

事 業 内 容 変 更 届 出 書 

 

 年  月  日  

（あて先）板橋区教育委員会教育長  

 

 

所 在 地 

 

団 体 名 

 

代表者氏名      

                  （電話）  

 

    年   月   日付で東京都板橋区教育委員会後援名義等の使用承認のあっ

た下記事業について、内容を変更しますので、届出ます。  

 

 

記  

 

事 業 名  

実 施 時 期  

変

更

内

容  

変更前   

変更後   

変 更 理 由  

連 絡 先 

住所  

 

氏名                （電話）  

 



第５号様式（第５条関係）

　　年　　月　　日

収　支　予　算　書

金　　　額項　　　目

収　入　の　部 支　出　の　部

項　　　目 金　　　額

団体名

代表者

計 計



第６号様式（第７条関係）

　　年　　月　　日

収　支　報　告　書

金　　　額項　　　目

収　入　の　部 支　出　の　部

項　　　目 金　　　額

団体名

代表者

計 計


